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平成３０年第４回区議会定例会提出議案 

 

第１ 条例 

１ 目黒区手数料条例の一部を改正する条例 

 (1) 改正内容 

   下記(3)の法律が施行されることに伴い、次のとおり改正を行う。 

  ア 用途規制の適用除外に係る手続の合理化（※）に伴う許可に係る手数料の追加 

    （例）用途地域における増築等の許可 １件 ８７，０００円 

    ※ 用途規制の適用除外に係る手続の合理化 

      既に許可がなされた建築物の増築等について許可を行う場合等に、利害関係者の意

見聴取、建築審査会の同意が不要とされた。 

  イ 建蔽率規制の合理化（※）に伴う許可に係る手数料の追加 

    １件 ３６，０００円 

    ※ 建蔽率規制の合理化 

特定行政庁が、前面道路の境界線から後退した壁面線の指定をした場合等に、安全

上、防火上及び衛生上支障がないと認め許可した建築物については建蔽率を緩和でき

ることとされた。 

  ウ 用途変更に係る全体計画（※）の認定に係る手数料の追加 

    １件 ２８，０００円 

    ※ 全体計画 

既存不適格建築物を複数の工事に分けて建築基準法令の規定に適合させる計画 

  エ 既存建築物の一時的な用途変更の許可に係る手数料の追加 

    （例）興行場等として使用する場合の許可 １件 １０８，０００円 

  オ 引用する建築基準法の条番号のずれ等に伴う規定の整備を行う。 

(2) 施行期日 

   建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）の施行の日 

 (3) 参考 

建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号） 

      公布 平成３０年６月２７日  施行 政令で定める日 

 

２ 目黒区立保育所条例の一部を改正する条例 

 (1) 改正内容 

保育所を廃止する。 

名称 位置 

目黒区立上目黒保育園 東京都目黒区上目黒三丁目３９番２０号 

目黒区立鷹番保育園 東京都目黒区鷹番二丁目１６番１５号 

(2) 施行期日 
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規則で定める日 

 

第２ 指定管理者の指定 

１ 目黒区立住区会議室の指定管理者の指定について（２４施設） 

 (1) 指定する団体 

施設の名称 指定する団体 

目黒区立駒場住区会議室 駒場住区住民会議 

目黒区立菅刈住区会議室 菅刈住区住民会議 

目黒区立東山住区会議室 東山住区住民会議 

目黒区立烏森住区会議室 烏森住区住民会議 

目黒区立中目黒住区会議室 中目黒住区住民会議 

目黒区立田道住区会議室 
田道住区住民会議 

目黒区立田道住区三田分室住区会議室 

目黒区立下目黒住区会議室 下目黒住区住民会議 

目黒区立不動住区会議室 不動住区住民会議 

目黒区立油面住区会議室 油面住区住民会議 

目黒区立上目黒住区会議室 上目黒住区住民会議 

目黒区立五本木住区会議室 五本木住区住民会議 

目黒区立鷹番住区会議室 鷹番住区住民会議 

目黒区立月光原住区会議室 月光原住区住民会議 

目黒区立向原住区会議室 向原住区住民会議 

目黒区立原町住区会議室 原町住区住民会議 

目黒区立碑住区会議室 碑住区住民会議 

目黒区立大岡山東住区会議室 大岡山東住区住民会議 

目黒区立大岡山西住区会議室 大岡山西住区住民会議 

目黒区立中根住区会議室 中根住区住民会議 

目黒区立自由が丘住区会議室 
自由が丘住区住民会議 

目黒区立自由が丘住区宮前分室住区会議室 

目黒区立八雲住区会議室 八雲住区住民会議 

目黒区立東根住区会議室 東根住区住民会議 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

２ 目黒区中小企業センターの指定管理者の指定について 

(1) 指定する団体 

   株式会社コンベンションリンケージ 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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３ 目黒区勤労福祉会館の指定管理者の指定について 

(1) 指定する団体 

   株式会社コンベンションリンケージ 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

４ 目黒区文化ホールの指定管理者の指定について（２施設） 

(1) 指定する団体 

   公益財団法人目黒区芸術文化振興財団 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

５ 目黒区美術館の指定管理者の指定について 

(1) 指定する団体 

   公益財団法人目黒区芸術文化振興財団 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

６ 目黒区立特別養護老人ホームの指定管理者の指定について（３施設） 

(1) 指定する団体 

   社会福祉法人目黒区社会福祉事業団 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成４１年３月３１日まで 

７ 目黒区高齢者センターの指定管理者の指定について 

(1) 指定する団体 

   社会福祉法人奉優会 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

８ 目黒区立在宅ケア多機能センターの指定管理者の指定について（２施設） 

(1) 指定する団体    

施設の名称 指定する団体 

目黒区立東山在宅ケア多機能センター 
社会福祉法人目黒区社会福祉事業団 

目黒区立東が丘在宅ケア多機能センター 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成４１年３月３１日まで 

９ 目黒区立知的障害者グループホームの指定管理者の指定について 

(1) 指定する団体 

   社会福祉法人いたるセンター 

 (2) 指定の期間 
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   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

10 目黒区心身障害者センターの指定管理者の指定について 

(1) 指定する団体 

   社会福祉法人目黒区社会福祉事業団 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成４１年３月３１日まで 

11 目黒区立福祉工房の指定管理者の指定について（２施設） 

(1) 指定する団体    

施設の名称 指定する団体 

目黒区立大橋えのき園 
社会福祉法人目黒区社会福祉事業団 

目黒区立かみよん工房 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成４１年３月３１日まで 

12 目黒区三田地区駐車場の指定管理者の指定について 

(1) 指定する団体 

   株式会社日進産業 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

13 目黒区立自転車等駐車場の指定管理者の指定について（１８施設） 

(1) 指定する団体 

   日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

14 目黒区立公園の指定管理者の指定について（３施設） 

(1) 指定する団体 

施設の名称 指定する団体 

目黒区立駒場公園 公益社団法人目黒区シルバー人材センター 

目黒区立碑文谷公園 公益財団法人ハーモニィセンター 

目黒区立駒場野公園 公益社団法人目黒区シルバー人材センター 

(2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

15 目黒区営住宅の指定管理者の指定について（１５施設） 

(1) 指定する団体 

   株式会社東急コミュニティー 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

16 目黒区立区民住宅の指定管理者の指定について（６施設） 
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(1) 指定する団体 

   株式会社東急コミュニティー 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

17 目黒区三田地区整備事業住宅の指定管理者の指定について 

(1) 指定する団体 

   株式会社東急コミュニティー 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

18 目黒区従前居住者用住宅の指定管理者の指定について 

(1) 指定する団体 

   株式会社東急コミュニティー 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

19 目黒区エコプラザの指定管理者の指定について 

(1) 指定する団体 

   エコライフめぐろ推進協会 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

20 目黒区母子生活支援施設の指定管理者の指定について 

(1) 指定する団体 

   社会福祉法人目黒区社会福祉事業団 

 (2) 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成４１年３月３１日まで 

 

第３ 特別区道路線の認定 

１ 特別区道路線の認定について 

(1) 地 番 目黒区下目黒四丁目６３２番３ほか 

(2) 延 長 １２５．６１ｍ 

(3) 幅 員 ４．０１ｍ～４．４６ｍ 

(4) 面 積 ５５７．１２㎡ 

 

第４ 遺贈の放棄 

１ 遺贈の放棄について 

  下記(1)から(3)までの遺贈の対象となる財産について、遺言者の遺志に応えて使用すること

が困難であるため、遺贈を放棄する。 
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 (1) 土地 

ア 東京都目黒区自由が丘三丁目１５８番５ 

６０２．０３平方メートル 

イ 東京都目黒区自由が丘三丁目１６０番１ 

 １，６３０．８１平方メートル 

ウ 東京都目黒区自由が丘三丁目１６１番 

    １，３７１．９０平方メートル 

(2) 建物 

ア 東京都目黒区自由が丘三丁目１６０番地１ 

 延１２２．６９平方メートル 

イ 東京都目黒区自由が丘三丁目１６０番地 

 延１１５．６９平方メートル 

ウ 東京都目黒区自由が丘三丁目１６１番地 

    延２６４．４５平方メートル 

エ 上記の土地上に存在する未登記の建物 

(3) 動産 

上記の土地上及び建物内に存在する動産 

 

第５ 協議 

１ 臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議について 

  増築する火葬場整備に必要な経費及び施設整備基金積立金の負担割合を定める等、組織区の

負担方法について整理するため、他の構成４区と臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議

を行う。 

 

担当 総務部総務課文書係 

電話 0 3 - 5 7 2 2 - 9 2 0 6 


